
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

四
二
四

改
正
後
欄

終
り
か
ら四
第
一
号

の
二
第
一
号

（
原
稿
誤
り
）

一
九
七

第
六
条

改
正
後
欄

終
り
か
ら五



・

〃

〃改正
前
欄

〃

四

〜

（
原
稿
誤
り
）

一
一
七

改
正
後
欄

終
り
か
ら
一
九
若
し
く
構
造

若
し
く
は
構
造

（
原
稿
誤
り
）

一
七

改
正
後
欄

終
り
か
ら
一
三 雨

水
の
侵
入
等









雨
水
の
浸
入
等









令和年月日 月曜日 第号官 報

非
出
資
組
合
へ
の
移
行
の
公
告

当
組
合
は
、
令
和
七
年
五
月
十
八
日
開
催
の
臨
時
総
会

の
決
議
に
よ
り
、
定
款
を
変
更
し
て
非
出
資
組
合
に
移
行

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
は
主
た
る

事
務
所
に
備
え
置
い
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日

三
重
県
多
気
郡
多
気
町
相
可
四
六
五
番
地
の
一

櫛
田
川
河
川
漁
業
協
同
組
合

代
表
理
事

森
山

清
男

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
農

林
水
産
省
令
第
十
六
号
（
土
地
改
良
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る

省
令
）

令
和
七
年
四
月
一
日
（
号
外
特
第
十
号
）
農
林
水
産
省

告
示
第
五
百
十
七
号
（
昭
和
四
十
七
年
農
林
省
告
示
第
二

千
二
百
三
十
一
号
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
）

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日
（
号
外
第
百
五
十
六
号
）
公

布
国
土
交
通
省
令
第
六
十
八
号
（
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に

資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
）

令
和
七
年
一
月
二
十
九
日
（
号
外
第
十
七
号
）
国
土
交

通
省
告
示
第
五
十
三
号
（
建
築
物
の
定
期
調
査
報
告
に
お

け
る
調
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
方
法

及
び
結
果
の
判
定
基
準
並
び
に
調
査
結
果
表
を
定
め
る
件

等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
）

令
和
七
年
五
月
七
日
官
庁
報
告
欄
法
務
省
告
示
配
第
十

五
号
（
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

九
ペ
ー
ジ
三
段
終
り
か
ら
二
〇
行
目
か
ら
一
八
行
目
ま

で
を
削
除
す
る
。

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
一
〇
九
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
十
八
億
千
九
百

九
十
九
万
九
千
九
百
九
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
、
令
和
六
年
十
二
月
四
日
付
官
報
の
号
外
第
二
百

八
十
二
号
六
十
二
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日

東
京
都
港
区
南
青
山
四
丁
目
二
一
番
二
六
号
リ
ュ

エ
ル
青
山
Ｃ
棟
Ｂ
一
細
谷
総
合
会
計
事
務
所
内

Ｋ
Ｉ
Ｃ
あ
き
る
野
特
定
目
的
会
社

取
締
役

細
谷
晋
一
郎

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
六
千
三
百
四
十

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｇ
Ｊ
Ｄ
Ｃ
Ｖ
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鈴
木

伸
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
千
三
百
六
十
万

円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｇ
Ｊ
Ｄ
Ｃ
Ｖ
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鈴
木

伸
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
七
千
九
百
七
十
五

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
月
二
十
一
日

掲
載
頁

八
十
頁
（
号
外
第
二
四
五
号
）

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号

ジ
ェ
イ
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
特
定
目
的
会
社

取
締
役

吉
岡

淳

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
億
八
千
五
百
九
十
五

万
円
減
少
し
、
優
先
出
資
七
千
七
百
十
九
口
を
一
口
に
つ

き
五
万
円
を
も
っ
て
有
償
消
却
し
、
消
却
に
要
す
る
金
額

を
三
億
八
千
五
百
九
十
五
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
で
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
七
月
二
十
三
日

掲
載
頁

八
十
頁
（
号
外
第
一
七
四
号
）

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

Ｙ
ｕ
ｒ
ｉ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
橋

法
彦

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
九
億
円
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.w
eb -p

u
b
lic -n

o
tice.jp

/

44K
456S -00054

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

ジ
ャ
パ
ン
・
イ
ワ
キ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
優
先
資
本
金
の
額
を
金
四
億
四
千
八
百
九
十
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00000346/1fz0/

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

辻
堂
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

粟
国

正
樹

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
億
四
千
五
百
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
九
日

掲
載
頁

六
十
七
頁
（
号
外
第
一
〇
三
号
）

令
和
七
年
五
月
二
十
六
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
六
番
一
一
号
土
志
田

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
三
Ｆ

Ｍ
＆
Ｃ

Ｓ
ａ
ｋ
ｕ
ｒ
ａ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武


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正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

三
五

一
四
「
禁
錮こ

」
を
「
拘

禁
刑
」

「
禁
錮 こ

」

を「
拘

禁
刑
」

（
原
稿
誤
り
）

一
八

第
四
条

改
正
後
欄

終
り
か
ら四 

か
ら

ま
で










か
ら






ま

で

〃

〃改正
前
欄

〃

二 
か
ら






に


か
ら






ま

で
に

（
原
稿
誤
り
）

九
五
四

改
正
後
欄

終
り
か
ら
一
六
〇
・
四

一
・
〇

〃

〃〃
一
四
〇
・
四

一
・
三

〃

〃〃
〃

〇
・
五

一
・
六

〃

〃〃
〃

〇
・
五
五

一
・
八

（
原
稿
誤
り
）

九
四

一
二愛

知
県
西
条
市

愛
媛
県
西
条
市

令和年月日 水曜日 第号官 報
基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
三
十
日
を
基
準
日
と
定
め
、

令
和
七
年
一
月
末
日
二
十
四
時
現
在
の
最
終
の
株
主
名
簿

に
記
載
さ
れ
た
議
決
権
を
有
す
る
株
主
を
も
っ
て
、
基
準

日
か
ら
三
箇
月
以
内
に
開
催
予
定
の
第
五
十
三
期
定
時
株

主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
四
日

東
京
都
台
東
区
入
谷
二
丁
目
三
三
番
七
号

株
式
会
社
マ
ル
ホ
ン

代
表
取
締
役

鈴
木

薫

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、令
和
七
年
五
月
二
十
九
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
午
後
五
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

令
和
七
年
六
月
二
十
日
開
催
予
定
の
臨
時
株
主
総
会
に
お

け
る
議
決
権
を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公

告
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
四
日

京
都
府
久
世
郡
久
御
山
町
下
津
屋
富
ノ
城
四
六
番
地

株
式
会
社
阪
村
機
械
製
作
所

代
表
取
締
役

小
林

純

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
四
日

仙
台
市
若
林
区
卸
町
四
丁
目
三
番
地
の
一

株
式
会
社
天
洋

代
表
取
締
役

佐
藤

満
征

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
四
日

仙
台
市
若
林
区
卸
町
四
丁
目
八
番
地
の
一
二

株
式
会
社
仙
都
シ
ー
フ
ー
ズ

代
表
取
締
役

本
間

功
二

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
四
日

茨
城
県
常
総
市
内
守
谷
町
四
三
八
二
番
地
四

日
本
エ
ク
シ
ー
ド
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
橋

陽
介

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
九
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
四
日

東
京
都
中
央
区
築
地
二
丁
目
三
番
四
号

杜
陵
印
刷
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
野

志
郎

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。
な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効

と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
四
日

東
京
都
杉
並
区
高
円
寺
北
二
丁
目
三
一
番
七
号

ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
コ
ー
ト
一

Ｂ

株
式
会
社
高
木
製
材
所

代
表
取
締
役

髙
木

英
男

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
九
千
六
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
、
令
和
七
年
一
月
十
日
付
官
報
の
号
外
第
五
号
一

二
四
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
四
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

Ｌ
ｕ
ｍ
ｉ
ｎ
ａ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

山
﨑

亮
雄

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
七
千
四
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
、
令
和
七
年
一
月
二
十
日
付
官
報
の
号
外
第
十
号

五
十
六
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
四
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

Ｌ
ｕ
ｍ
ｉ
ｎ
ａ

Ⅱ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

長
尾

誠

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
七
年
四
月
一

日
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に

該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
終
了
し
た
の
で
、
当
規
約
型
確
定

給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の

翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥

し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
四
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
一
丁
目
五
二

〇

一
株
式
会
社
ゴ
ー
ド
ー
確
定
給
付
企
業
年
金

清
算
人

畑
中

伸
一

債
権
申
出
の
催
告
（
第
二
回
）

当
基
金
は
、
代
議
員
会
に
お
け
る
代
議
員
の
議
決
に
よ

り
解
散
し
た
の
で
、
当
基
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
公

告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
五
月
十
三
日
）
の
翌
日
か
ら

二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し

出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
三
月
二
十
六
日
（
号
外
第
六
十
四
号
）
公
布

農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
三
号
（
商
品
先
物
取
引

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
一
月
二
十
九
日
（
号
外
第
十
七
号
）
国
土
交

通
省
告
示
第
五
十
三
号
（
建
築
物
の
定
期
調
査
報
告
に
お

け
る
調
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
方
法

及
び
結
果
の
判
定
基
準
並
び
に
調
査
結
果
表
を
定
め
る
件

等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
七
十
一
号
）
国
土

交
通
省
告
示
第
二
百
四
十
七
号
（
枠
組
壁
工
法
を
用
い
た

建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る

安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件
及
び
Ｃ
Ｌ

Ｔ
パ
ネ
ル
工
法
を
用
い
た
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部

分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を

定
め
る
等
の
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
）

一
〇
ペ
ー
ジ
二
段
終
り
か
ら
五
行
目
か
ら
三
行
目
ま
で

を
削
除
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
四
日

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
竹
間
沢
二
八
三

一

Ｔ
＆
Ｋ

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ａ
グ
ル
ー
プ
勤
労
者
財
産
形

成
基
金

清
算
人

関
根

秀
明

令
和
七
年
四
月
二
十
四
日
官
庁
報
告
欄
法
務
省
告
示
配

第
十
号
（
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件
）


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